


(５)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条に該当する者、昭島市契約における暴力団等

の排除対策措置要綱（平成23年４月１日実施）の措置要件に該当

する者又は同要綱により参加停止の措置を受け、その措置が解除

されていない者 

３ 競争の日程等 

   別表第２のとおり 

４ 参加申込に必要な提出書類 

 (１) 公募型プロポーザル方式参加表明書（別紙３ 様式１）１部 

 (２) （１）に記載した自己資本金を証する根拠資料（写し）１部 

 (３) 設計委託契約実績報告書（別紙３ 様式２）１部 

 (４) （３）に記載した契約実績を証する契約書（写し）及び契約

内容が確認できる書類 １部 

※ 参加申込のために提出された書類等は返却しない。 

※ （３）設計委託契約実績報告書に記載する契約実績は、「１ 

公募型による企画・提案型競争に付する事項及び応募する者の資

格要件等」に示す要件を満たすものとする。 

５ 参加資格確認結果の通知 

   参加希望者全てに確認結果を通知する。 

６ 事業予算及び最低制限価格 

(１) 事業予算 

   53,400,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(２) 最低制限価格 なし 

７ 公募型による企画・提案型競争の方法等 

   別添「昭島市西部地域総合施設建設工事基本設計委託企画・提

案型競争実施要領」（別紙１）のとおり 

８ 失格事項 

   参加から契約締結までの間に、参加者が以下のいずれかに該当

したときは、失格とする。 

(１) 「２ 欠格事項」に規定する事項に該当したとき。 

(２) 見積金額に消費税相当額を加算した額が事業予算を超えたと

き。 

(３) 業務提案書の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案

をしたとき。 

(４) 業務提案書等に虚偽の記載があることが判明したとき。 



(５) 関係会社を含め、２以上の業務提案書等及び見積書を提出し

たとき。 

(６) 他者の代理人を兼ね、又は２以上の者の代理をしたとき。 

(７) 必要な書類が所定の日時までに所定の場所に到着しないと

き。 

(８) 業務提案書等の記載事項が不明であるとき、又は記名若しく

は押印のないとき。 

(９) 審査過程において違法又は不当な行為があったと認められる

とき。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、昭島市西部地域総合施設建設工

事基本設計委託企画・提案型競争実施要領で指定した事項に違反

したとき。 

９ 契約期間 

   契約締結日から令和９年３月 30 日まで 

10 契約保証金 

契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金の納付又は昭島市契約

事務規則（昭和 40 年昭島市規則第４号）第 46 条に規定する担保

を必要とする。ただし、同規則第 45 条第２項第１号及び同項第

２号に規定する保険契約をした場合は、免除とする。 

11 代金の支払条件 

(１) 前金払の対象案件となった場合、契約締結後、契約金額の

30%を超えない範囲を限度として支払う。その際、公共工事の前

払金保証事業会社の保証書（謄本を含む）を提出すること。ただ

し、支払い金額のうち、10 万円未満は切り捨てとする。 

(２) 委託料は業務完了後、一括で支払うものとする。ただし、

（１）の前金払を行った場合、残額を支払う。 

12 特記事項 

本競争への参加者が１者のみの場合であっても、昭島市西部地

域総合施設建設工事基本設計委託業者選定審査委員会において提

案内容の審査を行い、選定の可否を決定する。 

13 問合せ先 

   昭島市企画部西部地域総合施設建設担当 

   〒196-8511 昭島市田中町一丁目 17 番１号 

    電話  042-544-5111（内線 2375） 

    FAX   042-546-5496 



    メール west-kensetsu@city.akishima.lg.jp  



別表第１ 

 

 公募型による企画・提案型競争に付する事項及び応募する者の資

格要件等 

件 名 昭島市西部地域総合施設建設工事基本設計委託 

実 施 要 領 

別添「昭島市西部地域総合施設建設工事基本設計委託企画・提案型競争

実施要領」（別紙１）参照 

※上記実施要領については昭島市公式ホームページからも参照可 

仕 様 書 

別添「昭島市西部地域総合施設建設工事基本設計委託仕様書」（別紙４）

参照 

※上記仕様書については昭島市公式ホームページからも参照可 

契 約 期 間 契約締結日から令和９年３月30日まで 

参加資格 

要件 

電子調達サービスにおいて昭島市に登録があり、以下の条件を満たし

ていること。 

業種 「建築設計」に登録されている者 

地域要件等 
本店を登録している者は本店所在地が、営業所を登録し

ている者は当該営業所所在地が、都内にある者 

実績 

平成23年４月１日から令和８年２月28日までの間に、都

区市町村又は他官公庁（注１）が発注したもので、次の

すべてに該当する契約実績（注２）を１件以上有するこ

と。 

①新築 

②延床面積1,500㎡以上（駐車場を除く） 

③体育施設（体育館、屋内プール）又は文化施設（地区コ

ミュニティ施設、図書館）並びにこれらのいずれかを含

む複合施設の用途 

④設計業務委託（基本設計又は実施設計）を元請として

受注 

自己資本金 
電子調達サービスに反映されている自己資本金が本事業

予算以上であること。 

 

注１ 「都区市町村又は他官公庁」とは、電子調達サービス建設工事

等競争入札参加資格申請の手引き四十七版Ｐ30「入力にあたっ



て」の表中の発注者区分に示されているものとする。 

 

注２ 「契約実績」とは、本店を登録している者は本店の契約実績、

営業所を登録している者は、登録している営業所の契約実績とす

る。 

  



別表第２ 

 

公募型による企画・提案型競争の日程等   

（書類の提出先は、全て昭島市企画部西部地域総合施設建設担当と

する。） 

関係資料の配布 令和８年４月８日（水）から 

令和８年４月 20 日（月）まで 

昭島市公式ホームページ

よりダウンロードによる

配布。 

企画・提案型競争 

参加表明書の提出 

令和８年４月８日（水）から 

令和８年４月 20 日（月）まで 

午前８時 30 分から午後５時ま

で（市の休日は除く。） 

提出先に持参すること。 

（ 事 前の 電 話 連 絡 を す る

こと。） 

参加資格確認通知 

業務提案書等提出依

頼 

令和８年４月 27 日（月） メールで通知する。 

同日、原本通知書を発送す

る。 

業務提案書の作成等

に関わる質問の受付 

令和８年４月 27 日（月）から 

令和８年５月８日（金）まで 

午後５時まで 

メールで提出すること。 

（受 信 確認 の 電 話 連 絡 を

すること。） 

業務提案書の作成等

に関わる質問の回答 

令和８年５月 13 日（水） 

午後５時まで 

す べ ての 公 募 型 参 加 者 へ

メールにより回答する。 

業務提案書等の提出

期間 

令和８年５月 15 日（金）から 

令和８年５月 22 日（金）まで 

午前８時 30 分から午後５時ま

で（市の休日は除く。） 

提出先に持参すること。 

（事前の電話連絡をする

こと。）  

第一次審査 令和８年５月 25 日（月）から 

令和８年６月２日（火）まで 

審 査 委員 会 に よ り 業 務 提

案書を審査する。 

第一次審査結果通知 

第二次審査参加要請 

令和８年６月５日（金） メールで通知する。 

同日、原本通知書を発送す

る。 

第二次審査 

（プレゼンテーショ

ン） 

令和８年６月 19 日（金） 実施場所、時間等について

は参加者へ通知する。 

最優秀者の決定 

審査結果通知書 

令和８年６月 26 日（金） メールで通知する。 

同日、原本通知書を発送す



る。 

昭 島 市公 式 ホ ー ム ペ ー ジ

で公表。 

最優秀者との調整 令和８年７月上旬（予定）  

受注者の決定 

委託契約締結 

令和８年７月中旬（予定） 昭 島 市公 式 ホ ー ム ペ ー ジ

で公表。 

 


